
●国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案
〈日切れ扱い、予算関連法律案〉

国土調査を一層促進するため、平成２１年度末にその期限を迎える現行の国土調査事業十箇年計画に引
き続き、内閣において平成２２年度を初年度とする計画を策定することとするとともに、同計画の対象となる
国土調査事業に、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を追加するほか、都道府県又は
市町村が一定の要件を満たす法人に国土調査に係る調査 測量等を委託することができることとする等の市町村が 定の要件を満たす法人に国土調査に係る調査、測量等を委託することができることとする等の
措置を講ずる。

施策の背景

平成20年度末における地籍調査の進捗率は、全国で48％
（うち都市部は20％、山村部は41％と低位）

○土地の境界が不明確であり、土地取引等におけるリスクが発生

○境界確認に時間と費用を要し、都市再生等のまちづくりに支障

○判別できなくなった境界確認から始めるため、災害復旧に遅れ

六本木の再開発では、境界確認
に４年の年月と、１億円の追加経
費を要した

都市再生に支障が生じた例

地籍調査を実施していない場合の弊害

○行政機関による公共用地の適正管理に支障

○地積が不明確であり、課税の公平性の確保に課題

○山村の境界が不明確なことにより、適正な森林施業等に支障

国と地方の一層の適切な役割分担の下、民間の力を活用しつつ
地籍調査の円滑かつ着実な実施を図る

土地の境界をめぐり隣人
トラブルに発展する例も

地籍調査の円滑かつ着実な実施を図る

○基本調査の範囲拡大○第６次国土調査事業十箇年計画の策定

国土調査促進特別措置法の一部改正

国土全域での調査の進捗を図るため、

概要

十箇年計画に位置付けて実施する基本調
査を基準点測量 外 測量 も拡大

国 域 調 捗 、
平成２２年度以降の十箇年の計画を策定し
全国統一的な見地等からの目標を設定

十箇年計画に基づき、
計画的かつ効果的に調査を推進

都市部において、官民境界情報の整備を促
進するための基礎的な調査を実施

山村部の境界情報を保全するための基礎
的な調査を実施

査を基準点測量以外の測量にも拡大

○民間による国土調査の実施

国土調査法の一部改正

計画的かつ効果的に調査を推進

都道府県又は市町村が、一定の要件を満たす法人に、
国土調査に係る調査、測量等を委託することを可能とする都道府県・市町村

的な調査を実施

財政状況、行政需要の多様化等により、市町村等におい
て地籍調査の大幅な進捗を図ることが困難な現状におい
て、民間の活力を導入し実施体制を強化することで、市町
村の負担を軽減し調査面積の拡大を図る

国土調査に係る調査、測量等を
委託することを可能とする

一定の要件を満たす法人
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○

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
九
日
法
律
第
百
四
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
国
土
調
査
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
調
査
の
事
業
を
い
う
。

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
国
土
調
査
事
業
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
事
業
を

い
う
。

一

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

一

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の
測
量
（
こ
の
た
め
に
必
要

地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
な
う
基
準
点
の
測
量
及
び
土
地
分
類
調
査
の
基

な
基
準
点
の
測
量
を
含
む
。
）
並
び
に
土
地
分
類
調
査
の
基
準
の
設
定
の
た
め
の
調

準
の
設
定
の
た
め
の
調
査
に
係
る
基
本
調
査
で
、
国
の
機
関
又
は
都
道
府
県
が
行
な

査
に
係
る
基
本
調
査
で
、
国
の
機
関
又
は
都
道
府
県
が
行
う
も
の

う
も
の

二

国
土
調
査
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
土
地
分
類
調
査
又
は
同
条
第
五
項
に
規

二

国
土
調
査
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
土
地
分
類
調
査
又
は
同
条
第
五
項
に
規

定
す
る
地
籍
調
査
で
、
地
方
公
共
団
体
又
は
土
地
改
良
区
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

定
す
る
地
籍
調
査
で
、
地
方
公
共
団
体
又
は
土
地
改
良
区
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

者
が
行
う
も
の

者
が
行
な
う
も
の

（
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
）

（
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
国
土
の
総
合
的
な
開
発

第
三
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
土
地
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
国
土
の
総
合
的
な

及
び
そ
の
利
用
の
高
度
化
に
資
す
る
た
め
緊
急
に
国
土
調
査
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が

開
発
及
び
そ
の
利
用
の
高
度
化
に
資
す
る
た
め
緊
急
に
国
土
調
査
事
業
を
実
施
す
る
必

あ
る
と
認
め
る
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
十
箇
年
間
に
実
施
す
べ
き

要
が
あ
る
と
認
め
る
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
十
箇
年
間
に
実
施
す
べ

国
土
調
査
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
」
と
い
う
。
）

き
国
土
調
査
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
」
と
い
う
。

の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
の
案
を
作

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
の
案
を
作

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も

に
、
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都

閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都

道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
の
規
定
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ

６

前
五
項
の
規
定
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
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い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
、
第
四
項
及
び
前
項
中
「
内
閣
総
理

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
第
一
項
中
「
土
地
政
策
審
議
会
」
と
あ

る
の
は
「
国
土
審
議
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
法
律
第
百
八
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
土
調
査
の
実
施
の
公
示
）

（
国
土
調
査
の
実
施
の
公
示
）

第
七
条

国
土
調
査
を
行
う
者
は
、
当
該
国
土
調
査
の
開
始
前
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

第
七
条

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
国
土
調
査
の
開
始
前
に
、
政
令
で
定
め
る

ろ
に
よ
り
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
調
査
の
実
施
の
委
託
）

（
国
土
調
査
の
実
施
の
委
託
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
国
土
調
査
を
適
正
か

（
新
規
）

つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
法
人
に
、
そ
の
行
う
国
土
調
査
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
実
施

を
委
託
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
土
調
査
に
関
係
が
あ
る
測
量
又
は
調
査
に
関
す
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の
請
求

（
国
土
調
査
に
関
係
が
あ
る
測
量
又
は
調
査
に
関
す
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の
請
求

）

）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
（
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
実
施
を
委

３

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
国
土
調
査
の
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合

託
さ
れ
た
法
人
が
国
土
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
実
施
を
委
託
し
た

に
お
い
て
は
、
そ
の
調
査
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
と
関
係
が
あ
る
測
量
又
は
調
査

都
道
府
県
又
は
市
町
村
。
第
二
十
六
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
国

を
行
う
人
又
は
法
人
に
対
し
て
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

土
調
査
の
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
調
査
事
項
に
つ
い
て

、
国
土
調
査
と
関
係
が
あ
る
測
量
又
は
調
査
を
行
う
人
又
は
法
人
に
対
し
て
報
告
及
び

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
り
）

（
立
入
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
垣
、
さ
く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
囲
ま
れ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
か
き
、
さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
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た
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
あ
ら
か

場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
土
地
の
占
有

じ
め
、
当
該
土
地
の
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
占
有
者
に
対

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
占
有
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す

し
て
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
者

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
者

の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示

の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
物
の
除
去
）

（
障
害
物
の
除
去
）

第
二
十
六
条

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
必
要

第
二
十
六
条

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
必
要

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
に
、
障
害
と
な
る
植
物
又
は
垣
、
さ
く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
に
、
障
害
と
な
る
植
物
又
は
か
き
、
さ
く
等
を
伐
除
さ
せ
る

す
る
も
の
を
伐
除
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
山
林
、
原
野
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
土
地
で
当
該
国

２

国
土
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
山
林
、
原
野
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
土
地
で
当
該
国

土
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
を
得

土
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
を
得

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
植
物
又
は
垣
、
さ
く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
且
つ
、
植
物
又
は
か
き
、
さ
く
等
の
現
状
を
著
し
く
損
傷
し

の
現
状
を
著
し
く
損
傷
し
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
又
は

な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
又
は
占
有
者
の
承
諾
を
得
な
い

占
有
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
当
該
国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
に
こ
れ
ら
を
伐
除
さ
せ

で
、
当
該
国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
に
こ
れ
ら
を
伐
除
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
有
者
又
は
占

場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
有
者
又
は
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
損
失
補
償
）

（
損
失
補
償
）

第
二
十
九
条

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
植
物
若
し
く
は
垣
、
さ

第
二
十
九
条

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
植
物
若
し
く
は
か
き
、

く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
伐
除
さ
せ
、
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
土

さ
く
等
を
伐
除
し
、
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
使
用
を
一
時
制
限
し
、

地
の
使
用
を
一
時
制
限
し
、
若
し
く
は
土
地
等
を
一
時
使
用
し
た
た
め
に
損
失
を
生
じ

若
し
く
は
土
地
等
を
一
時
使
用
し
た
た
め
に
損
失
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
伐
除
さ
せ
、
又
は
一
時
制
限
し
、
若
し

国
土
調
査
を
実
施
し
た
者
は
、
そ
の
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
相
当
の
価
額
に
よ

く
は
一
時
使
用
し
た
者
は
、
そ
の
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
相
当
の
価
額
に
よ
り

り
、
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
分
割
又
は
合
併
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
行
う
地
籍
調
査
）

（
分
割
又
は
合
併
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
行
う
地
籍
調
査
）

第
三
十
二
条

地
方
公
共
団
体
（
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
籍
調
査
の
実
施
を
委

第
三
十
二
条

地
方
公
共
団
体
又
は
土
地
改
良
区
等
は
、
第
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六

託
さ
れ
た
法
人
が
地
籍
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
）
又
は
土
地

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
、
又
は
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定

改
良
区
等
は
、
第
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け

め
ら
れ
た
事
業
計
画
に
基
い
て
地
籍
調
査
を
行
う
た
め
に
土
地
の
分
割
又
は
合
併
が
あ

、
又
は
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
地
籍

つ
た
も
の
と
し
て
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
の
所
有
者
が

調
査
を
行
う
た
め
に
土
地
の
分
割
又
は
合
併
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
調
査
を
行
う
必
要

こ
れ
に
同
意
す
る
と
き
は
、
分
割
又
は
合
併
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
調
査
を
行
う
こ
と

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
の
所
有
者
が
こ
れ
に
同
意
す
る
と
き
は
、
分
割
又

が
で
き
る
。

は
合
併
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は

第
三
十
五
条

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十

第
三
十
六
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
万
円
以
下

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
に
従
事
し
た
者
で
、
国
土
調
査
の
実
施
の
際

二

国
土
調
査
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
に
従
事
し
た
者
で
、
国
土
調
査
の
実
施
の
際

に
知
つ
た
他
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
他
に
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

に
知
つ
た
他
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
を
他
に
漏
し
、
又
は
窃
用
し
た
者

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

第
三
十
七
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

三

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

四

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
い
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出

四

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
会
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭

頭
を
拒
ん
だ
者

を
拒
ん
だ
者

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）
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